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■
応
募
資
格

　

小
林
市
内
に
居
住
ま
た
は
勤
務

す
る
健
康
な
満
18
歳
以
上
の
未
婚

女
性
（
高
校
生
を
除
く
。）
で
、

派
遣
要
請
の
あ
る
観
光
宣
伝
や
各

種
イ
ベ
ン
ト
等
に
参
加
で
き
る
方

■
募
集
人
数

　

２
名
（
３
月
上
旬
に
審
査
）

■
申
込
方
法

　

小
林
市
観
光
協
会
、
野
尻
町
観

光
協
会
に
あ
る
申
込
用
紙
に
記
入

の
う
え
、
顔
写
真
・
全
身
写
真
各
１

枚
を
添
え
て
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

※
各
協
会
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら

　

も
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

※
写
真
は
Ｌ
サ
イ
ズ

■
申
込
締
切
…
２
月
20
日（
月
曜
）

■
業
務
内
容

　

小
林
市
の
顔
と
し
て
一
年
間
、

観
光
や
物
産
品
の
宣
伝
お
よ
び
各

種
団
体
が
主
催
す
る
祭
り
・
イ
ベ

ン
ト
等
へ
参
加
し
、
市
内
外
で
活

動
を
行
い
ま
す
。

■
待
遇
等

　

賞
状
、
ト
ロ
フ
ィ
ー
、
賞
金
、

旅
行
券
、
制
服
支
給

※
諸
行
事
参
加
時
は
日
当
を
支
給

■
任
命
期
間

　

平
成
24
年
４
月
１
日

　

〜
平
成
25
年
３
月
31
日

●
申
・
問
・
小
林
市
観
光
協
会

　

℡
22
‐
８
６
８
４

　
　

22
‐
８
６
８
５

■
講
座
概
要

　

◆
基
礎
講
座

　
　

デ
ジ
タ
ル
カ
メ
ラ
の
使
い
方

　

と
パ
ソ
コ
ン
に
よ
る
簡
単
な
画

　

像
処
理

　

◆
応
用
講
座

　
　

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
し

　

た
ア
ル
バ
ム
作
成

■
日
程

◆
基
礎
講
座

・
３
月
５
日
（
月
曜
）

　

13
時
〜
15
時
30
分

◆
応
用
講
座

・
３
月
６
日
（
火
曜
）

　

13
時
〜
15
時
30
分

■
費
用
（
受
講
料
）

◆
基
礎
講
座
…
１
，０
０
０
円

◆
応
用
講
座
…
１
，０
０
０
円

■
申
込
締
切
…
２
月
24
日（
金
曜
）

■
対
象
者
（
定
員
各
15
名
）

　

市
内
在
住
の
方

■
場
所
…　

小
林
中
央
公
民
館

■
受
付
時
間

　

月
曜
〜
金
曜

　

９
時
〜
17
時
15
分

※
土
曜
、
日
曜
、
祝
祭
日
を
除
き

　

ま
す
。

■
そ
の
他

　

申
込
多
数
の
場
合
は
、
抽
選
を

行
い
、結
果
は
後
日
通
知
し
ま
す
。

詳
細
は
、
受
講
者
に
後
日
連
絡
し

ま
す
。

●
申
・
問
・
社
会
教
育
課

　

℡
22
‐
７
９
１
２

■
対
象
者

　

県
内
在
住
の
60
歳
以
上
の
方

■
募
集
期
間

　

２
月
１
日
（
水
曜
）

　

〜
２
月
29
日
（
水
曜
）

■
開
催
日

　

５
月
20
日
（
日
曜
）

ゴ
ル
フ
競
技
は
21
日
（
月
曜
）

※
屋
外
競
技
は
、
20
日
が
荒
天
の

　

場
合
21
日
に
実
施

■
競
技
種
目

○
ス
ポ
ー
ツ
種
目
（
24
種
目
）

○
文
化
種
目
（
２
種
目
）

※
参
加
申
込
書
や
競
技
内
容
、
競

　

技
会
場
等
は
問
い
合
わ
せ
く
だ

　

さ
い
。
な
お
、
参
加
申
込
多
数

　

の
場
合
は
抽
選
と
な
り
ま
す
。

●
申
・
問
・
福
祉
課

　

℡
23
‐
０
１
１
１

・
須
木
庁
舎
住
民
生
活
課

　

℡
48
‐
３
１
３
２

・
野
尻
庁
舎
住
民
生
活
課

　

℡
44
‐
１
１
０
０

・
宮
崎
県
社
会
福
祉
協
議
会
「
長

寿
社
会
推
進
セ
ン
タ
ー
」

　

℡
０
９
８
５
‐
31
‐
９
６
３
０

P O S T　C A R D

感想や叱咤激励、疑問・質問などお寄せください。

２０１2年２月１日号 小林市役所総務課発行　Tel：23-0220　Fax:22-4177
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暴
力
団
は
、
市
民
の
生
活
や
社

会
経
済
活
動
に
不
当
な
影
響
を

与
え
る
存
在
で
す
。
市
で
は
、
暴

力
団
の
排
除
を
推
進
す
る
た
め
に

「
小
林
市
暴
力
団
排
除
条
例
」
を

制
定
。
３
月
１
日
か
ら
施
行
さ
れ

ま
す
。
安
全
で
安
心
な
ま
ち
づ
く

り
の
た
め
に
市
民
の
皆
様
の
積
極

的
な
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

以
下
の
こ
と
に
ご
協
力
を

■
利
益
の
供
与
の
禁
止

　

暴
力
団
の
威
力
の
利
用
ま
た
は

活
動
、
運
営
に
協
力
す
る
た
め
に

暴
力
団
員
ま
た
は
暴
力
団
員
が
指

定
し
た
者
に
対
し
、
金
品
そ
の
他

の
財
産
上
の
利
益
を
与
え
る
こ
と

は
や
め
ま
し
ょ
う
。

■
暴
力
団
の
威
力
を
利
用
し
な
い

　

債
権
の
回
収
や
紛
争
の
解
決
な

ど
に
暴
力
団
を
利
用
し
、
自
分
が

暴
力
団
と
関
係
が
あ
る
こ
と
を
確

認
さ
せ
、
相
手
方
を
威
圧
す
る
な

ど
、
暴
力
団
の
威
力
を
利
用
す
る

こ
と
は
や
め
ま
し
ょ
う
。

■
情
報
の
提
供

　

暴
力
団
の
排
除
に
資
す
る
と
認

め
ら
れ
る
情
報
を
知
っ
た
と
き

は
、
市
ま
た
は
警
察
署
に
情
報
の

提
供
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

市
は
、
暴
力
団
排
除
に
関
す
る

施
策
に
積
極
的
に
取
り
組
み
、
市

民
の
皆
様
が
安
心
し
て
暴
力
団
の

排
除
の
た
め
の
活
動
に
取
り
組
む

こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
警
察
と
緊

密
に
連
携
し
、
安
全
の
確
保
に
配

慮
し
ま
す
。

●
暴
力
団
に
関
す
る
情
報
・
問

・
総
務
課　

　

℡
23
‐
０
２
２
０

・
小
林
警
察
署　

　

℡
23
‐
０
１
１
０

18

２０１2年　２月１日号

デ
ジ
タ
ル
カ
メ
ラ
講
座

生涯学習

３
月
１
日
か
ら

暴
力
団
排
除
条
例
が

施
行
さ
れ
ま
す

安全・安心な
まちづくり ▼▼

生　

活

吉都線の車窓から
 　　　　　　　　　　　№４

『霧島は馬の蹄
ひづめ

にたててゆく埃
ほこり

のなかに遠ぞきにけり』
　これは、著名な歌人「長

ながつか

塚節
たかし

」の歌です。
　ＪＲ吉都線開業から2年後の大正3年8月 17日、病気
療養のため宮崎市青島をめざしていた長塚節は、吉松駅から
汽車に乗り小林駅に到着。駅前の今村旅館に宿泊し、翌朝、
乗合馬車で宮崎市に向かいました。その道中、馬の蹄で火
山灰がもうもうとたちこめる中、野尻町大塚原公園付近の松
並木越しに霧島連山を望みながら詠んだものです。「霧島山
の姿は、馬の蹄のまきたてる火山灰の埃の中に薄れて、次第
に遠ざかっていった」。的確な描写で変わり行く大きな景観
を見事に押さえた歌と評されています。このような縁から、
旧野尻町制施行50周年を記念して平成17年 2月 11日、
大塚原公園展望広場に歌碑が建立されました。
　今年は小林駅開業から100年目の年。これを機に、長塚
節氏も利用した吉都線を市民総ぐるみで盛り上げていきま
しょう！！

盛り上げよう 市民みんなで 100周年 !!

●問：総合政策課　℡23 ｰ 0456

KOBAYASHI 2012. ２19

平成24年10月「小林駅100周年（吉松～小林間）」
平成25年10月「吉都線全線100周年（吉松～都城間）」

▼▼
募　

集

　大塚原公園に建立されている歌碑
～歌人「長塚節」～
　明治12年 4月 3日生まれ。茨城県出
身。小林市を訪れた翌年の2月8日、37
歳の若さで永眠している。有名な「正

まさおか

岡
子
し き

規」に師事した名高い人で、多くの優れ
た歌や日本農民文学の最高傑作とも言われ
る長編小説「土」も残している。

▼

第
26
代

小
林
コ
ス
モ
ス
レ
デ
ィ

平成24年度

宮
崎
ね
ん
り
ん
ピ
ッ
ク

２
０
１
２
出
場
選
手
募
集

選手募集

FAX 使って実感！ネットで申告「ｅ -Ｔａｘ」
　「国税電子申告・納税システム（ｅ - Ｔａｘ）」では、
自宅やオフィス、税理士事務所などからインターネット
を利用して、国税に関する各種手続き（①所得税、法人
税、消費税、酒税および印紙税の申告、②すべての国税
の納税、③納税証明書の交付請求および法廷調書の提出
などの申請・届出等）ができます。詳しくは　
e-Tax ホームページhttp://e-tax.nta.go.jp
●問・小林税務署　℡23‐３１２６　　


